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1 商 品 名                                 ミニカードローン

2 ご利用 ・ 次の条件をいずれも満たす方

　になれる方 ・ 当金庫の営業地区内に住所または事業所を有する方ならびに営業地区内の事業所に勤務している方

・ 満２０歳以上６５歳未満の個人の方

・ 安定継続した収入のある方(パート、アルバイトの方もお申込みいただけます)

・ (一社)しんきん保証基金の保証が得られる方

3 お使いみち ・ ご自由です（ただし、事業資金・旧債返済資金は除きます）

4 ご利用限度額 ・ ３０万円・５０万円または１００万円

※ 既存ご契約のお客様を含め、契約後１年経過以降に、極度増額のお申出があった場合は、安定継続

した収入があることを確認させていただき、(一社)しんきん保証基金の承諾を得たうえで、

３０万円型は５０万円型または１００万円型に、５０万円型は１００万円型に増額することが

できます。

・ 限度額以内であれば千円単位で何回でもご利用いただけます。

※ 提携金融機関(信用金庫、銀行、信用組合、農協、労金等)のＡＴＭでもご利用いただけます。

ただし、１日および１回あたりのご利用額は提携金融機関所定の金額、方法となります。

5 ご融資期間 ・ ３年間

※ 再審査のうえ更新も可能です。ただし、更新時に７０歳を超えている場合は継続できません。

6 ご融資利率 ・ 当金庫所定の利率を適用させていただきます。なお、ご融資利率は金融情勢などに応じ変動します。

7 利息の計算方法 ・ 毎日の最終残高について付利単位を100円とした日割計算とし、貸越利息は貸越残高に組み入れます。

8 ご返済方法 ・ 毎月１０日にご融資限度額に応じた下記の一定額を返済指定口座からご返済いただきます。

なお、貸越残高が返済金額に満たない場合は貸越残高の全額を返済金額とします。

ご利用限度額 ご返済金額

３０万円型 １５，０００円

５０万円型 １５，０００円

１００万円型 ２０，０００円

・ 当金庫のＡＴＭをご利用のときは、いつでも１円以上、１円単位でいくらでもご返済いただけます。

但し、一部硬貨の取扱いができないＡＴＭもございます。

・ 他の信用金庫のＡＴＭでもご返済いただけます。ただし、１日および１回あたりのご返済額は

他の信用金庫所定の金額、方法となります。

9 担保・保証人 ・ (一社)しんきん保証基金の保証をご利用いただきますので、担保・保証人は不要です。

10 保証料・手数料 ・ 保証料

(一社)しんきん保証基金所定の保証料となり、ご融資利率に含まれます。

・ 手数料

カード新規発行手数料は無料、契約書印紙代として２００円が必要となります。

11 その他 ・ お申込みに際しては、所定の必要書類をご提出いただいたうえで審査をさせていただきますが、

結果によってはご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・ ＦＡＸ・インターネットなどによる「仮審査申込」もご利用いただけます。

・ 現在のご融資利率及び必要書類につきましては、巣鴨信用金庫の本支店または

個人ローン専用フリーダイヤル　０１２０－８８－５７５１　までお問い合わせください。
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